
犬 山 市 危 険 空 き 家 取 壊 し 後 の 固 定 資 産 税 の 減 免 に 関 す る

要 綱  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 内 に 存 す る 危 険 空 き 家 を 解 体 し た 場 合

に お い て 、 そ の 土 地 に 課 さ れ る 市 税 を 減 免 す る こ と に よ り 、

空 き 家 対 策 及 び 土 地 の 有 効 活 用 の 促 進 に 寄 与 す る こ と を 目 的

と す る 。   

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 危 険 空 き 家 」 と は 、 空 家 等 対 策 の

推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 ２ ６ 年 法 律 第 １ ２ ７ 号 ） 第 ２

条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 空 家 等 （ 同 法 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 の 規 定

に 基 づ く 勧 告 を 受 け た も の を 除 く 。）及 び 同 法 第 １ ３ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 管 理 不 全 空 家 等 を い う 。  

 （ 減 免 の 対 象 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に よ る 減 免（ 以 下「 減 免 」と い う 。）の 対 象 と

な る 土 地（ 以 下「 減 免 対 象 敷 地 」と い う 。）は 、解 体 が 行 わ れ

た 危 険 空 き 家 の 敷 地 に 供 さ れ て い た 一 画 の 土 地 で 、 地 方 税 法

（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ３ ４ ９ 条 の ３ の ２ の 規 定 に

よ る 住 宅 用 地 に 関 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 の 特 例（ 以 下「 住

宅 用 地 特 例 」と い う 。）の 適 用 を 受 け て い る も の と す る 。た だ

し 、 当 該 減 免 対 象 敷 地 が 、 第 ６ 条 の 申 請 の 日 に お い て 次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 減 免 の 対 象 と し な い 。  

( 1 )  減 免 対 象 敷 地 が 新 た な 住 宅 用 地 特 例 の 適 用 を 受 け る こ と

と な る 場 合  

( 2 )  営 利 目 的 で 利 用 さ れ 、又 は 特 定 の 用 途 で 利 用 さ れ て い る 場

合  

( 3 )  そ の 他 市 長 が 減 免 す る こ と を 適 当 で な い と 認 め る 場 合  

 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 減 免 対 象 敷 地 の 所 有 者 が 、 第 ６



条 の 申 請 の 日 に お い て 犬 山 市 税 条 例 (昭 和 ２ ９ 年 条 例 第 １ ７

号 。以 下「 条 例 」と い う 。 )第 ３ 条 に 規 定 す る 市 税 及 び 犬 山 市

国 民 健 康 保 険 条 例（ 昭 和 ３ ６ 年 条 例 第 １ ９ 号 ） 第 ７ 条 に 規 定

す る 国 民 健 康 保 険 税（ 以 下「 市 税 等 」と い う 。）を 滞 納 し て い

る 場 合 は 、 減 免 を 行 わ な い 。  

 （ 減 免 す る 額 ）  

第 ４ 条  減 免 す る 額 は 、 減 免 対 象 敷 地 に 係 る 固 定 資 産 税 の 税 額

か ら 、 賦 課 期 日 現 在 に お い て 住 宅 用 地 特 例 の 適 用 が あ る も の

と み な し て 算 出 し た 当 該 減 免 対 象 敷 地 に 係 る 固 定 資 産 税 相 当

額 を 減 じ て 得 た 額 と す る 。  

 （ 減 免 の 適 用 期 間 ）  

第 ５ 条  減 免 の 期 間 は 、 危 険 空 き 家 の 解 体 に よ り 住 宅 用 地 特 例

の 適 用 が 解 除 さ れ る こ と と な る 年 度 か ら 起 算 し て ３ 年 度 分 を

限 度 と す る 。  

 （ 減 免 の 申 請 ）  

第 ６ 条  減 免 対 象 敷 地 の 所 有 者 は 、 減 免 を 受 け よ う と す る と き

は 、 危 険 空 き 家 の 解 体 後 ３ 月 以 内 （ 前 年 度 に 引 き 続 い て 減 免

を 受 け よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 前 年 度 の 末 日 ま で ）

に 条 例 第 ６ ５ 条 に 基 づ く 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 減 免 の 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、 当 該 申 請 の 日

の 属 す る 課 税 年 度 の 次 年 度 に 係 る 賦 課 期 日 現 在 の 減 免 対 象 敷

地 の 状 況 を 確 認 し 、 適 当 と 認 め る と き は 、 減 免 を 決 定 し た 旨

を 当 該 申 請 し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 年 度 に 引 き 続 い て 減 免 す る こ

と を 決 定 し た と き は 、 納 税 通 知 書 の 年 税 額 に 減 免 す る 額 を 反

映 さ せ る こ と を も っ て 同 項 の 通 知 に 代 え る も の と す る 。  

 （ 減 免 適 用 の 終 了 ）  

第 ８ 条  第 ５ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 条 第 １ 項 の 通 知 の  日 後

に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と が 判 明 し た と



き は 、 当 該 通 知 に 係 る 年 度 を も っ て 減 免 の 適 用 を 終 了 す る も

の と す る 。  

( 1 )  減 免 対 象 敷 地 の 所 有 者 に 市 税 等 の 滞 納 が 生 じ た と き 。  

 ( 2 )  売 買 等 (相 続 に よ る も の を 除 く 。 )の 理 由 に よ り 減 免 対 象

敷 地 の 所 有 者 が 変 更 さ れ た と き 。  

( 3 )  第 ３ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る こ と と な っ た

と き 。  

（ 都 市 計 画 税 の 減 免 ）  

第 ９ 条  減 免 対 象 敷 地 が 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０

号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 街 化 区 域 内 に 所 在 す る 場 合 の

都 市 計 画 税 の 取 扱 い に つ い て は 、こ の 要 綱 の 規 定 の 例 に よ る 。 

（ 委 任 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長

が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


